
公益財団法人静岡市文化振興財団 行動計画（第三期） 

 

 

 職員が仕事と子育てを両立でき、また職員全員が働きやすい環境をつくることによって、すべての

職員がその能力を十分に発揮できるよう、次の行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 

平成 27年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで 

 

 

２．内  容 

目標１：子の看護休暇の取得促進を図る。 

＜対策＞ 

● 平成 27年 4月～ 職員への調査、現状の取得状況のとりまとめ 

● 平成 27年 9月～ パンフレットの作成 

● 平成 28年 1月～ 職員への周知徹底 

  ● 平成 28年 4月～  取得状況の把握 

 

 

目標２：インターンシップ制度の充実化を図る。 

＜対策＞ 

● 平成 27年 4月～ 受入の際の基準等作成 

● 平成 27年 8月～ 各施設への周知徹底、インターンシップ申出情報の提供 

● 平成 28年 4月～ インターンシップ制度利用状況の把握 


